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京都市民長寿すこやかプラン
推進協議会 

第１回(H24.9.13） 資料９ 

 

高齢者保健福祉・介護保険制度を取りまく最近の動向について 

 

○ 社会保障審議会介護給付分科会の議論について 

◆ 平成２４年５月１７日 第９０回   

（１）介護報酬改定検証・研究委員会における調査の実施について 別紙１   

平成２４年度の介護報酬改定の効果の検証や次期介護報酬改定に向けた調

査・研究を行うことを目的として，介護給付費分科会に介護報酬改定検証・研究

委員会が設置され，次のとおり調査項目が定められた。 

       平成２４年度改定効果検証 

     【平成２４年度調査実施】 

①  サービス付き高齢者向け住宅の実施状況 

② 定期巡回・随時対応サービスの実施状況 

③ 複合型サービスの実施状況 

④ 集合住宅における訪問系サービスの提供状況 

⑤ 介護老人保健施設の在宅復帰支援機能の検証 

⑥ 短期入所生活介護等における緊急時のサービスの提供状況 

【平成２５年度調査実施】 

①  ２０分未満の身体介護の提供状況 

②  リハビリ職と介護職との連携の実施状況 

 

   調査研究 

①  要支援者の状態像と介護予防サービスの提供に関する実態調査 

② 認知症に対して現在実施されているサービスの実態調査 

③ 介護事業所，介護施設における医師，看護師が担っている役割の実態

調査 

        ④ 生活期において実施されているリハビリテーションの実態調査 

 

  （２）介護事業経営調査委員会（仮称）の設置について 別紙２ 

介護報酬改定に必要な基礎資料を得ること等を目的として，介護事業経営調査

委員会が設置され，介護報酬改定に必要な基礎資料を得るため、以下の調査に係

る調査設計及び集計、分析方法等について検討を行うこととされた。 

① 介護事業経営概況調査 

② 介護事業経営実態調査 

③ 介護従事者処遇状況等調査 

④ 介護事業経営分析等調査 

    ※ 本分科会において設置が了承され，平成２４年５月２９日に第１回委員会が

開催された。 
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  （３） 第５期介護保険事業計画期間に係る介護サービス量の見込み及び保険料（第 1

号保険料）について 別紙３ 

第５期介護保険事業計画の全国集計が提示された。 

    ・２０１４年度には，第１号被保者数は３，２３０万人，要介護（要支援）認定

者数は５９０万人，第１号被保険者に対する認定者の割合は１８．３％になる

見込み 

・第５期介護保険事業計画におけるサービス量の見込みについては，在宅サービ

ス，居住系サービス，施設サービスとも拡充 

・２０１４年度には，定期巡回・随時対応型サービス，複合型サービスともに４

５都道府県で介護サービス量が見込まれている。 

・ 第１号保険料の全国平均額（月額・加重平均）は４，９７２円 

（第４期は４，１６０円） 

 

○ 「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」の策定について 別紙４ 

◆ 平成２４年９月５日 厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室 

厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチームが，平成２４年６月１８日にとりま

とめた「今後の認知症施策の方向性について」（別紙５）や，同年８月２４日に公表

された「『認知症高齢者の日常生活自立度』Ⅱ以上の高齢者数の将来推計」（別紙６）

に基づき，「認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域で

暮らし続けることができる社会」の実現を目指し，次の項目について，５年間の具体

的取組や目標値を盛り込んだ「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」が策

定された。  

 

① 標準的な認知症ケアパスの作成・普及 

② 早期診断・早期対応 

③ 地域での生活を支える医療サービスの構築 

④ 地域での生活を支える介護サービスの構築 

⑤ 地域での日常生活・家族の支援の強化 

⑥ 若年性認知症施策の強化 

   ⑦ 医療・介護サービスを担う人材の育成 

 

○ 高齢社会対策大綱の閣議決定について 別紙７ 

 ◆ 平成２４年９月７日 内閣府 

高齢者施策の中長期指針となる高齢社会対策大綱が閣議決定された。  

同大綱において，高齢社会対策は次のような社会が構成されることを基本理念とし

て行うこととされた。 

 

 ① 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保

される公正で活力ある社会 
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 ② 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され，地域社会が

自立と連帯の精神に立脚して形成される社会 

   ③ 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会 

 

また，上記社会の構築に向け，次の６つの基本的考え方に則り，高齢社会対策を進

めることとされた。 

 

   ① 「高齢者」の捉え方の意識改革 

   ② 老後の安心を確保するための社会保障制度の確立 

   ③ 高齢者の意欲と能力の活用 

   ④ 地域力の強化と安定的な地域社会の実現 

   ⑤ 安全・安心な生活環境の実現 

   ⑥ 若年期からの「人生９０年時代」への備えと世代循環の実現 
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2011 2012 2013 2014

2,928 3,030 3,132 3,230

2011 2012 2013 20142011 2012 2013 2014

520 543 567 590

2011 2012 2013 20142011 2012 2013 2014

17.8% 17.9% 18.1% 18.3%

2011 23 9 23 9 10

2012 2014 4 18 14

1
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2012 2013 20142012 2013 2014

4 18

12
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2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

189 283 329 2 3 3 0 2 2 

5 5 9 3 5 7 2 2 2 

0 0 1 4 4 4 4 9 12 

1 2 2 2 4 4 4 5 5 

1 2 2 4 7 9 1 1 11 2 2 4 7 9 1 1 1

4 6 7 5 9 9 3 3 3 

0 2 2 3 5 7 4 4 4 

3 3 3 9 14 16 1 3 3 

9 13 17 2 4 6 4 7 8 

0 0 1 4 5 6 1 2 20 0 1 4 5 6 1 2 2

1 2 2 6 7 7 4 5 5 

10 16 20 21 29 34 3 3 5 

10 14 15 4 5 7 2 5 6 

20 31 34 3 4 5 0 0 0 

4

10 17 18 2 2 2 3 4 4 

2 5 5 3 3 3 0 0 0 

4 18



2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

109 185 233 1 3 3 0 2 2 

4 5 6 3 3 4 1 2 2 

0 0 1 3 3 3 1 2 5 

0 2 2 0 1 2 3 4 4 

0 0 0 2 3 5 0 1 10 0 0 2 3 5 0 1 1

3 4 5 1 5 6 1 2 2 

1 2 2 2 4 7 3 3 3 

2 3 3 5 8 8 1 2 2 

5 8 13 1 1 4 3 5 6 

0 3 5 5 6 7 2 2 20 3 5 5 6 7 2 2 2

2 2 2 2 2 3 3 4 4 

8 10 15 8 21 26 1 4 5 

5 6 8 3 5 7 1 2 2 

8 16 20 1 1 1 0 0 0 

5

5 11 12 2 2 2 2 4 4 

1 2 3 3 3 3 1 1 1 

4 18
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6,501 3 0.2%

6,001 6,500 15 1.0%

5,501 6,000 155 9.9%

5,001 5,500 333 21.3%

4,501 5,000 532 34.0%

4 001 4 500 348 22 2%4,001 4,500 348 22.2%

3,501 4,000 142 9.1%

3,001 3,500 28 1.8%

7

3,001 3,500 28 1.8%

2,501 3,000 10 0.6%

1,566 100.0



3,984 4,631 4,635 5,546 4,469 5,224 

4,999 5,491 4,253 5,266 4,462 5,411 

3,990 4,851 3,948 4,910 3,996 4,978 

3,999 4,896 4,039 4,920 4,854 5,282 

4,375 5,338 3,937 4,749 4,198 5,195 

3,902 4,784 3,975 4,714 4,626 5,379 

3,717 4,705 3,941 4,768 4,388 5,0213,717 4,705 3,941 4,768 4,388 5,021

3,717 4,528 4,189 5,314 4,467 5,165 

3,730 4,409 3,971 4,796 4,338 5,129 

3,997 4,893 4,332 5,280 4,721 5,421 

3,722 4,506 4,588 5,306 4,357 5,138 

3 696 4 423 4 312 4 982 4 155 5 3513,696 4,423 4,312 4,982 4,155 5,351

4,045 4,992 4,017 4,592 4,150 5,142 

4,106 4,787 4,625 5,501 4,172 4,946 

4,450 5,634 4,488 5,420 4,882 5,880 

4,574 5,513 4,274 5,343 4,160 4,972 
8



6,680,

6,550

6,525

2,800

2 880
6,500

6,400

2,880

2,900
,

6,352

6,270

6 250
3,000

6,250

6,247

,

9



  

- 1 - 

 

 

 別 紙 ４



  

- 2 - 

 



  

- 3 - 

 



 

   

     

   

   

 

H24.1 22 9  

   

22 9 24 3  

   

    22  

      24  

      29 22 208 280  

                 

                 

                 

 

 



 別 紙 ５



 別 紙 ６




